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第 1期 作業チーム報告 レジュメ (医療 )

第 1期 (H22.10～ 12月 )に お ける検討事項

テー マ :障害者権 利条約の考 え方 を踏 ま え、精神医療 を中心に議論 した。

I.は じめに

本 チー ムは、障害者の権利 に関す る条約 を我が国が批准す るにあた り、

精神障害者 の非 自発 的な入院や 身体 拘束 が 、「精神保健福祉法」、「医療

観察法 」等 で法 的に規定 され て いる こと等が、人権保護上問題が あるの

では、 とい う視点に立 ち、障害者 の医療 に関連す る現行法体 系 を廃止 ま

たは抜本 的に見直 し、諸法の法改正 、制度構築、財政措置の実施が法的

に担保 され るべ く、検討 を行 つた。

Ⅱ.障害者基本法盛 り込むべ き内容

(医療・合同作業チーム にお ける結論 )

(1)「 社 会 的入院 」 を解 消 し、 自立 (自 律 )し た生活及 び地域社会へ包

摂のための施策の根拠 とな る規定 を設 けること。

(2)医 療保護入院 に係 る同意 を含 む 「保護者制度」 を解消す るための

根拠 とな る規定 を設 ける こと。

(3)精 神疾 患の入院 二一ズ を精査 し、国並 びに都道府 県は精神科病床

の削減計画 を立て、入院 に代わ る地域 での医療体制 を構築す る こと。

(4)強 制 的 な入院 は人権保護 の観 点か ら原則 と して認 め られ な い こと

を確 認 し、人権制約 が行われ る場 合 には、障害のない人 との平等 を

基礎 と した実効性の ある適 正手続 を保障す る規定 を設 ける こと。そ

の ため には司法 、行政等の第二者 が 当該措置 を人権配 慮 の観 点か ら

責任 もつて実施す る等 、本 人の権 利擁護 のための仕組み が必要 であ

る。

(5)精 神 医療 の質の 向上 に努 め る こ との根拠 とな る規定 を設 ける こと。

(6)精 神障害者 が身体合併症治療 の ため に一般 医療 を受 ける必要 が生

じた場合の対応 な ど、一般 医療 にお ける問題点の解消 。

Ⅲ おわ りに

地域 生活支援・地域移行 を実現す るに当た つては、退院 す る人 を地域

で支 える住居 の確保、就学、就労 な ど地域移行支援 システムの構築が必

要不可欠 である。その際、精神障害者本 人の主体性 を尊重す る ことが何

よ りも重要 で ある。
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